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三
条
西
実
隆
に
お
け
る
伊
勢
物
語
古
注
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|
|
「
伊
語
聴
説
」
「
称
談
集
解
」
に
触
れ
つ
つ
|
|

室
町
時
代
の
伊
勢
物
語
旧
注
は
、
鎌
倉
時
代
の
古
注
を
否
定
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
条
兼
良
の
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
序
文

が
、
古
注
に
つ
い
て
、

来
歴
ど
も
引
の
せ
た
る
和
漢
の
書
典
、
一
と
し
て
ま
こ
と
あ
る

事
な
し
。
昔
物
語
の
本
意
を
う
し
な
ふ
の
み
な
ら
ず
、
詞
花
言

葉
の
た
よ
り
に
も
な
り
が
た
し
。
末
学
の
と
も
が
ら
ゆ
め
ノ
¥

信
用
す
べ
か
ら
ず
。
邪
路
に
お
も
む
か
ん
事
う
た
が
ふ
べ
か
ら

ず
。
《
注
1
》

と
述
べ
て
、
そ
の
荒
唐
無
稽
さ
を
鋭
く
攻
撃
し
.
『
ゆ
め
ノ
¥
信
用

す
べ
か
ら
ず
」
と
全
面
的
に
否
定
し
た
の
は
、
伊
勢
物
語
注
釈
史
に

お
け
る
一
大
変
革
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
古
注
の
時
代
と
旧
注
の

時
代
を
区
分
す
る
通
説
は
正
し
い
今

し
か
し
、
当
時
の
伊
勢
物
語
注
釈
の
主
流
で
あ
っ
た
東
常
縁
や
宗

祇
・
三
条
西
家
三
代
な
ど
の
二
条
派
の
人
々
が
講
釈
に
古
注
を
用
い

た
こ
と
は
、
諸
々
の
注
釈
書
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

三
条
西
実
隆
の
講
釈
を
息
公
粂
が
筆
記
し
た
『
迫
談
称
聴
」
(
引
用

青

木

賜
鶴
子

は
書
陵
部
本
}
の
.

東
常
緑
ハ
、
サ
シ
タ
凡
人
ニ
子
モ
ナ
キ
者
ニ
ハ
以
古
注
よ
む
内

よ
き
門
弟
ニ
ハ
本
式
ニ
よ
む
と
云
々
。

宗
祇
モ
ハ
ジ
メ
ッ
カ
タ
ハ
古
注
ヲ
マ
ジ
へ
テ
ヨ
ミ
タ
リ
‘

や
、
細
川
幽
斎
「
伊
勢
物
語
関
疑
抄
』
の
、

二
粂
家
に
も
、
も
と
は
古
注
を
も
て
読
て
き
か
す
る
事
あ
り
。

道
に
執
心
ふ
か
き
人
に
は
、
其
上
に
て
古
注
を
捨
て
、
只
今
よ

む
当
涜
の
起
を
よ
み
っ
た
へ
た
る
と
也
‘

後
水
尾
天
皇
「
伊
勢
物
語
御
抄
」
(
引
用
は
『
列
聖
全
集
』
本
)
の
、

迫
進
院
・
称
名
院
・
三
光
院
等
も
古
註
を
ま
じ
へ
て
よ
む
事
あ

れソ

に
見
る
よ
う
に
、
初
心
者
に
対
し
て
は
「
古
注
を
以
て
」
「
古
注
を

ま
じ
へ
て
」
講
釈
し
、
「
よ
き
門
弟
」
に
は
、
そ
の
上
で
古
注
を
捨

て
て
当
涜
の
義
を
講
釈
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
従
来
か
ら
あ
っ
た
が
《
注
2
》
、
「
当
涜
」

の
前
段
階
と
し
て
古
注
の
講
釈
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
識
さ
れ
な
が
ら



「
古
註
を
ま
じ
へ
て
よ
む
事
』
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か

で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
e

と
こ
ろ
が
実
隆
の
講
釈
を
杉
原
伊
賀
守
孝
盛
が
筆
記
し
た
『
伊
語

聴
説
』
や
、
実
隆
の
息
公
条
の
講
釈
内
容
を
伝
え
る
公
条
の
次
男
水

無
瀬
兼
成
の
「
称
談
集
解
」
を
見
る
と
、
ま
さ
に
『
古
注
」
と
「
当

流
」
と
が
相
交
っ
た
形
で
注
釈
さ
れ
て
お
り
、
宗
祇
・
三
条
西
家
流

に
お
け
る
『
古
注
を
ま
じ
へ
て
よ
む
」
講
釈
の
あ
り
ょ
う
を
伝
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
一
伊
語
聴
説

7ζ
『
称
談
集
解
』
が
伝
え
る
実
隆
や

公
条
引
用
の
『
古
注
」
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
当

流
」
の
説
に
併
せ
て
「
古
注
」
を
引
用
す
る
こ
と
の
意
義
に
う
い
て

検
討
し
、
室
町
期
に
お
け
る
伊
勢
物
語
享
受
の
一
端
を
浮
き
彫
り
に

し
た
い
と
思
う
。

も

〈

-

〉

実
隆
が
度
々
伊
勢
物
語
講
釈
を
行
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
そ

の
年
時
が
明
ら
か
な
も
の
だ
け
で
も
{
以
下
特
に
注
記
し
な
い
場
合

は
「
実
隆
公
記
」
に
よ
る
て
永
正
四
年
十
二
月
、
同
六
年
三
月
、

四
月
、
五
月
、
八
月
、
同
九
年
間
四
月
、
大
永
二
年
五
月
(
伊
勢
物

語
惟
清
抄
・
再
昌
草
て
同
三
年
五
月
(
迫
談
称
聴
}
、
六
月
、
同
七

年
三
月
、
同
八
年
三
月
(
迫
談
称
聴
)
、
五
月
、
六
月
、
享
禄
元
年

十
一
月
(
お
湯
殿
の
上
の
日
記
そ
の
他
)
、
天
文
三
年
四
月
(
迫
談
称

聴
)
、
の
多
き
に
わ
た
る
う

と
こ
ろ
が
『
伊
語
聴
説
』
の
も
と
に
な
っ
た
講
釈
は
と
言
う
と
、

実
は
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
「
伊
語
聴
説
」
の
伝
本
と
し
て
は

陽
明
文
庫
蔵
本
が
現
在
知
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
ず
そ
の
書
誌
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

岡
本
は
、
縦
二
五
・
四
セ
ン
チ
、
横
一
二
・
五
セ
ン
チ
の
仮
綴
一

冊
。
料
紙
は
書
簡
裏
を
利
用
し
た
も
の
で
‘
共
表
紙
の
左
肩
に
直
接

「
伊
語
聴
説
」
と
書
い
て
い
る
。
二
回
十
七

t
十
九
行
。
四
十
一
丁

裏
で
本
文
が
終
わ
り
、
次
の
四
十
二
丁
表
に
杉
原
孝
盛
の
奥
書
が
あ

る
(
原
本
の
体
裁
を
示
す
た
め
.
政
行
を
/
で
表
す
て

伊
勢
物
語
全
篇
諦
尺
聴
聞
之
次
染
筆
漏
池
不
可
/
勝
計
珂
々
追

而
可
清
書
者
也

永
正
二
年
十
月
六
日
/
平
朝
臣
孝
盛

講
釈
の
つ
い
で
に
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
日
し
か
る
べ

く
清
書
す
る
つ
も
り
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
裏
に
は
、

右
謹
聴
書
者
前
内
府
実
陸
公
譜
尺
/
杉
原
伊
賀
守
平
朝
臣
孝
盛

所
注
置
也
/
拍
何
々
只
応
随
所
好
平

永
正
十
七
年
六
月
十
二
日
書
写
詑

の
奥
書
が
あ
る
。
「
説
々
只
」
と
補
入
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、

永
正
十
七
年
の
書
写
本
を
さ
ら
に
転
写
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、

書
写
年
代
は
少
し
下
る
と
思
わ
れ
る
ぬ
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「
実
隆
公
記
」
永
正
四

さ
て
‘
孝
盛
の
奥
書
の
年
時
で
あ
る
が
、

年
十
二
月
二
十
日
条
に
、

向
車
相
許
。
今
日
伊
勢
物
語
読
終
之
。
有
晩
喰
。
盃
酌
ゐ
有
象

戯
。
抑
亜
相
在
国
之
事
。
武
家
御
暇
己
出
云
々
。
此
伊
勢
物
語

事
為
餓
送
所
望
也
。
予
又
初
而
議
尺
，
五
ケ
度
無
為
無
事
終
功
、

自
愛
此
事
也
。

と
あ
っ
て
、
実
隆
が
は
じ
め
て
伊
勢
物
語
の
譜
釈
を
し
た
の
は
‘
二

年
後
の
永
正
四
年
十
二
月
と
知
ら
れ
、
こ
の
『
永
正
二
年
」
に
は
疑

問
が
生
じ
る
。
こ
の
講
釈
は
、
権
大
納
言
正
親
町
三
条
実
望
の
駿
河

下
向
に
あ
た
り
、
そ
の
能
送
の
た
め
、
実
望
邸
に
お
い
て
行
わ
れ
た

も
の
で
、
五
日
に
始
ま
り
、
十
五
、
十
七
、
十
八
、
二
十
日
の
五
ケ

度
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
.
実
望
の
下
向
に
際
し
て
は
、
こ
の
時
の

伊
勢
物
語
講
釈
の
ほ
か
、
翌
五
年
二
月
十
六
日
に
は
実
隆
邸
で
歌
会

が
催
さ
れ
て
い
る
，

一
方
、
同
じ
く
「
実
隆
公
記
」
に
よ
れ
ば
、
永
正
六
年
三
月
二
十

六
日
か
ら
四
月
十
一
日
に
か
け
て
、
公
粂
の
発
起
で
五
ケ
度
に
わ
た

っ
て
催
さ
れ
た
伊
勢
物
語
講
釈
の
聴
衆
の
中
に
「
杉
原
伊
賀
守
」
の

名
が
見
え
る
。
ま
た
、
同
年
四
月
二
十
日
粂
に
「
伊
勢
物
語
初
為
杉

原
所
望
読
之
』
、
翌
二
十
一
日
粂
に
『
伊
勢
物
語
読
之
。
杉
原
発
起

分
今
日
終
功
了
」
と
あ
る
。

大
津
有
一
博
士
は
「
続
伊
勢
物
語
古
注
釈
の
研
究
」
(
『
金
沢
大

学
国
語
国
文
』
第
三
号
、
昭
和
四
二
年
三
月
。
昭
和
六
一
年
八
木
書

盾
刊
『
増
訂
版
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
』
所
収
)
に
お
い
て
本
書

を
紹
介
さ
れ
、
永
正
四
年
と
六
年
の
講
釈
の
事
実
を
指
摘
さ
れ
た
上

で
、
「
永
正
二
年
と
い
う
の
は
四
年
の
誤
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
が
、
四
年
に
し
て
も
、
実
隆
が
初
め
て
講
釈
し
た
の
は

十
二
月
で
あ
り
、
奥
書
の
「
十
月
」
と
合
わ
な
い
。
こ
こ
は
「
六
」

の
行
書
体
よ
ど
か
ら
『
一
ご
へ
の
誤
写
と
見
て
、
永
正
六
年
の
誤

り
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
『
伊
語
聴
説
」
は
、
実
隆
の
永
正
六
年
の
講
釈
の
聞
書
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
と
す
れ
ば
、
実
隆
が
初
め

て
伊
勢
物
語
の
講
釈
を
行
っ
て
か
ら
僅
か
二
年
後
の
講
釈
で
あ
る
。

孝
盛
は
、
三
月
に
講
釈
を
聴
聞
し
た
後
、
そ
の
聞
書
を
補
う
意
味
も

あ
っ
た
の
か
、
わ
ず
か
二
日
間
で
は
あ
る
が
四
月
に
再
度
の
諦
釈
を

所
望
し
‘
十
月
に
問
書
を
ま
と
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
今

-78-

〈

-

-

〉

さ
て
、
『
伊
語
聴
説
」
の
内
容
を
見
る
と
、
「
古
注
』
と
、
『
一

粂
殿
御
説
」
等
の
形
で
引
く
一
条
兼
良
の
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
の

説
‘
「
宗
祇
説
」
「
祇
説
』
等
と
し
て
引
く
宗
祇
説
、
な
ど
を
一
通

り
紹
介
し
た
後
、
「
当
流
」
の
説
を
述
べ
る
場
合
が
多
く
、
宗
祇
の

涜
を
受
け
継
い
だ
実
隆
で
あ
る
か
ら
、
「
当
流
』
説
の
多
く
は
宗
祇

説
に
一
致
す
る
の
だ
が
、
『
当
涜
」
と
併
せ
て
引
用
す
る
『
古
注
」

が
、
か
な
り
詳
細
な
の
は
注
目
さ
れ
る
。



い
ま
、
試
み
に
、
冒
頭
に
あ
る
題
号
論
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

此
物
語
題
号
事
、
十
巻
抄
、
又
鳥
風
問
答
経
信
卿
作
と
一
条

殿
御
説
、
難
然
さ
も
み
え
ず
。
祇
な
ど
も
古
注
を
専
に
よ
ま
れ

し
也
e

古
注
は
物
を
た
と
へ
て
い
ふ
。
業
平
東
国
ヘ
下
事
.
東

山
に
忠
仁
公
か
く
し
を
き
て
後
に
出
て
、
名
所
を
勘
い
だ
す
，

愚
見
抄
に
古
注
之
織
を
あ
や
ま
り
と
し
給
也
、

題
号
、
三
の
儀
あ
り

3

③
伊
勢
物
語
を
、
男
女
の
物
語
と
い
ふ
ぜ
伊
は
万
象
を
は
ら
み
、

勢
は
万
種
を
ま
く
。
伊
は
亡
国
の
使

i
L
勢
は
国
を
守
媒
l

l
e
畢
寛
、
男
女
の
物
語
と
云
。

⑥
伊
勢
や
日
向
の
物
語
、
同
時
に
死
事

l
l
③
段
々
み
だ
れ
て

し
と
は
か
も
な
き
に
よ
り
て
、
此
号
あ
り
。
又
‘
日
向
物
語
と

い
は
ぬ
ぞ
と
云
説
。

定
家
卿
奥
書
に
も
、
愚
見
に
も
、
此
号
難
決
と
云
々
角

業
平
み
づ
か
ら
書
よ
し
一
説
。
或
、
芹
川
行
幸
の
事
は
、
業

平
死
後
也
、

⑥
又
、
此
物
語
に
狩
の
使
の
事
、
専
用
。
斎
宮
を
お
か
し
た
る

事
s

神
に
通
罰
を
か
う
ぷ
ら
ぬ
事
。
狩
使
は
し
に
書
た
る
事
。

彼
筆
作
に
あ
ら
ず
は
と
書
之

3

と
に
か
く
に
伊
勢
が
作
物
語

と
お
ち
つ
く
也
。
大
か
た
、
伊
勢
、
業
平
、
ち
と
時
代
相
違
。

但
、
末
又
あ
ふ
。
伊
勢
は
七
条
后
富
に
つ
か
へ
申
。
内
々
物
語

申
た
る
事
な
ど
、
と
り
合
て
か
く
。
業
平
を
発
端
に
か
き
て
、

万
葉
の
寄
な
ど
、
お
も
し
ろ
き
を
と
り
て
か
く
。
凡
古
物
語
に

て
作
意
ふ
か
く
、
心
を
閑
に
見
ず
ん
ば
心
得
が
た
し
。
詠
歌
大

概
に
書
次
第
、
古
今
は
花
実
を
か
ね
、
伊
勢
物
語
は
花
也
。
後

撰
は
実
ば
か
り
也
，
奥
書
、
上
古
人
1
1
6
(
以
下
定
家
本
奥

書
の
解
説
。
略
之
)

実
隆
が
『
題
号
、
三
の
儀
あ
っ
」
と
し
て
引
用
す
る
「
古
注
」
の

説
に
③
⑤
③
の
記
号
を
付
I
て
適
宜
段
落
を
改
め
て
示
し
た
。
孝
盛

の
奥
書
に
い
う
ご
と
く
、
講
釈
の
問
書
を
そ
の
僅
ま
と
め
た
よ
う
で

あ
り
、
筆
記
の
際
に
省
略
さ
れ
た
ら
し
い
部
分
や
、
意
味
の
通
じ
に

く
い
所
も
あ
る
が
、
講
釈
で
一
.
古
注
」
が
詳
し
く
解
説
さ
れ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
，
《
注
3
》

も
っ
と
も
、
結
論
と
し
て
は
、
『
古
注
」
の
義
を
排
し
て
‘
伊
勢

が
業
平
の
自
記
を
補
筆
し
て
七
条
后
に
奉
っ
た
と
し
、
伊
勢
物
語
の

意
義
を
主
張
す
る
の
が
主
眼
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
が
、
伊
勢
物
語

本
文
の
注
で
も
‘
「
古
注
』
の
引
用
は
、

古
注
は
有
常
女
、
奈
良
の
事
と
い
ふ
。
当
、
誰
と
も
な
し
e

{
二
十
三
段
「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
こ
ど
も
こ

す
き
事
、
古
注
、
伊
勢
云
々
。
椙
子
、
人
の
名
云
々
。
不
用
，

(
七
十
一
段
『
す
き
ご
と
い
ひ
け
る
人
」
}

の
よ
う
に
、
ょ
=
流
」
に
対
立
す
る
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
引
か

れ
て
い
る
の
が
大
半
で
あ
る
。
従
っ
て
、
物
語
の
事
件
の
す
べ
て
に

現
実
の
年
月
日
を
あ
て
、
登
場
人
物
の
す
べ
て
に
実
在
の
人
物
名
を
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あ
て
て
注
釈
す
る
古
注
の
方
法
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
実
隆
講
釈
の
他
の
問
書
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
」

や
「
迫
談
称
聴
」
、
ま
た
他
の
宗
祇
・
三
条
西
家
涜
の
注
釈
書
を
見

て
も
、
後
述
す
る
「
称
談
集
解
」
を
除
き
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
『
古

注
」
の
引
用
も
、
こ
の
よ
う
に
「
古
注
」
と
『
当
流
』
を
並
べ
て
注

釈
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
宗
祇
・
三
条
西
家
流
注
釈
の

中
で
は
異
色
と
言
え
る
存
在
な
の
で
あ
る
円

と
こ
ろ
で
、
「
古
注
」
と
い
う
呼
称
は
、
現
代
で
は
鎌
倉
時
代
の

注
釈
の
総
称
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
東
常
緑
や
宗
祇
な
ど
の
い
わ

ゆ
る
二
条
派
の
人
々
の
い
う
「
古
注
・
一
と
は
、
冷
泉
家
涜
の
古
注
釈

を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
《
注

4
》
。
先
の
題

号
論
に
見
え
る
「
十
巻
抄
」
と
は
冷
泉
家
流
古
注
、
「
鳥
風
問
答
」

は
「
和
歌
知
顕
集
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
古
注
の
二
大
系
統

の
う
ち
、
実
隆
が
「
古
注
」
と
し
て
示
す
「
業
平
東
国
へ
下
事
、
東

山
に
忠
仁
公
か
く
し
を
き
て
」
は
、
業
平
の
東
下
り
は
、
実
は
東
山

の
忠
仁
公
良
一
房
の
も
と
に
蛍
居
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
冷
泉

家
流
古
注
に
特
徴
的
な
説
で
あ
り
、
ま
た
、
二
十
三
段
、
七
十
一
段

の
場
合
も
、
「
和
歌
知
顕
集
」
は
、
各
々
『
遠
き
む
か
し
の
事
也
。

名
な
し
」
「
斎
宮
」
{
引
用
は
書
陵
部
本
)
と
し
て
い
る
か
ら
、
実

隆
の
い
う
「
古
注
」
も
同
じ
く
冷
泉
家
流
古
注
の
系
統
で
あ
っ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

冷
泉
家
流
古
注
の
注
釈
書
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
、
宮
内
庁
書

険
部
所
蔵
の
『
伊
勢
物
語
抄
』
{
以
下
「
書
陵
部
本
抄
」
と
略
称
)
、

広
島
大
学
所
哉
の
「
千
金
英
伝
」
、
慶
応
義
塾
図
書
館
所
蔵
の
「
定

家
流
伊
勢
物
語
註
二
以
下
『
慶
応
本
註
」
と
略
称
)
、
宮
内
庁
書
陵

部
所
議
の
『
伊
勢
物
語
塗
縞
抄
』
(
以
下
『
塗
髄
抄
-
と
略
称
}
等
が

あ
る
が
《
注

5
》
.
本
来
秘
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
け

に
、
伝
授
の
場
や
そ
れ
を
伝
え
た
涜
派
の
違
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
四

本
の
聞
に
も
少
異
が
あ
る
の

ま
た
、
冷
泉
為
相
筆
本
を
正
徹
が
写
し
‘
そ
れ
を
姥
河
智
温
が
写

し
た
本
に
正
散
が
奥
書
を
加
え
た
千
歳
文
庫
旧
蔵
正
徹
自
署
本
伊
勢

物
語
の
書
入
注
{
以
下
『
正
融
自
署
本
』
と
略
称
)
、
宮
内
庁
書
陵
部

所
蔵
の
『
伊
勢
物
語
心
敬
問
書
」
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
正
徹
系

統
の
『
古
注
』
や
、
宗
祇
が
写
し
て
東
常
緑
の
奥
書
を
所
望
し
た
三

条
西
家
旧
蔵
本
伊
勢
物
語
(
学
習
院
大
学
所
蔵
)
の
行
聞
に
書
き
入
れ

ら
れ
た
常
緑
引
用
の
「
古
注
』
(
以
下
「
常
緑
書
入
』
と
略
称
)
は
、

宗
祇
引
用
の
「
古
注
」
と
同
種
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
二
条
派
の
人
々

が
用
い
た
「
古
注
」
は
、
前
掲
四
本
の
よ
う
な
冷
泉
家
涜
の
主
な
注

釈
書
の
説
と
は
異
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
《
注

6
》
。
し
か
し
、
当
時
「
古
注
』
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
の
は
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
二
条
派
の
人
々
が
用
い
た
「
古
注
」
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
‘
「
伊
語
聴
説
」
所
引
の
「
古
注
」
は
、
正
徹

・
常
緑
の
い
う
『
古
注
」
に
近
い
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
前
掲
の
題
号
論
に
つ
い
て
、
比
較
的
詳
細
な
注
を
載
せ
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る
書
陵
部
本
抄
以
下
の
四
本
、
心
敬
問
書
.
常
緑
書
入
と
比
較
し
て

み
る
と
、
常
緑
書
入
以
外
の
す
べ
て
に
③
⑥
⑤
の
三
説
が
見
ら
れ
、

「
伊
語
臆
説
」
と
冷
泉
家
流
古
注
と
の
密
接
な
関
係
が
裏
付
け
ら
れ

る
(
常
緑
書
入
は
ご
ニ
之
儀
ア
リ
」
と
す
る
点
は
共
通
す
る
が
、
@

の
斎
宮
説
を
載
せ
ず
、
伊
勢
箪
作
説
⑥
⑥
の
順
で
あ
げ
る
)
。
常
繰

書
入
以
外
の
も
の
は
、
伊
勢
が
業
平
の
草
案
を
清
書
し
て
宇
多
天
皇

に
献
上
し
た
と
す
る
伊
勢
筆
作
説
を
筆
頭
に
、
⑤
⑤
③
の
順
で
掲
げ
、

全
部
で
四
説
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
説
は
、
献
上
し
た
相
手
が

異
な
る
だ
け
で
実
隆
の
説
と
も
一
致
す
る
の
で
、
他
の
三
説
を
「
古

注
』
独
自
の
説
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
⑥
⑥
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
③
の
伊
勢

物
語
の
伊
を
女
、
勢
を
男
の
意
と
し
て
、
男
女
の
物
語
だ
か
ら
伊
勢

物
語
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
説
の
う
ち
、
「
伊
は
万
象
を
は
ら
み

:
・
」
の
説
明
は
、
塗
寵
抄
を
除
く
五
本
に
見
え
る
。
『
伊
は
亡
国

の
使

1
l
、
勢
は
国
を
守
媒

1
l
」
は
、
慶
応
本
註
の
み
が
掲
げ
る

「
太
平
広
記
云
、
伊
亡
国
之
使
。
人
勿
愛
在
十
失
。
勢
国
議
柑
跡
。
公

勿
捨
定
在
百
徳
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
の
「
伊
勢
や
日
向
の
物
語
」
と
は
、
同
年
同
月
同
日
に
生
ま
れ

て
同
年
同
月
間
日
に
亡
く
な
っ
た
伊
勢
国
と
日
向
国
の
二
人
の
男
の

身
体
と
魂
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
が
、
書

陵
部
本
抄
は
『
面
は
世
の
有
様
恋
慕
好
色
の
事
ど
も
あ
れ
ど
も
、
内

証
は
悉
仏
法
な
り
と
い
は
ん
が
為
」
に
「
伊
勢
や
日
向
の
物
語
」
を

略
し
て
伊
勢
物
語
と
名
付
け
た
と
説
明
し
(
千
金
英
伝
も
同
様
。
塗

簡
抄
も
、
身
と
心
が
異
な
る
故
と
す
る
)
「
伊
語
聴
説
」
が
引
く
よ

う
に
『
段
々
み
だ
れ
て
し
と
は
か
も
な
き
に
よ
り
て
」
こ
の
名
が
つ

い
た
と
説
明
す
る
の
は
、
慶
応
本
註
・
心
敬
聞
書
・
常
緑
書
入
の
三

本
で
あ
る
.
『
日
向
物
語
と
い
は
ぬ
ぞ
と
云
説
」
は
、
書
陵
部
本
抄

が
「
又
戒
難
云
」
と
し
て
載
せ
て
い
る
。

⑥
の
「
又
、
此
物
語
に
狩
の
使
の
事
、
専
用
』
以
下
は
、
塗
筒
抄

に
『
伊
勢
斎
宮
を
業
平
お
か
し
け
る
事
を
ふ
し
ぎ
と
し
て
伊
勢
物
語

と
名
づ
く
」
(
他
の
も
の
も
同
様
}
と
あ
る
よ
う
に
、
伊
勢
斎
宮
と
の

密
通
事
件
を
物
語
の
肝
心
と
す
る
ゆ
え
に
こ
の
名
が
付
い
た
と
い
う

説
で
あ
る
が
、
「
神
に
通
罰
を
か
う
ぷ
ら
ぬ
事
』
は
、
慶
応
本
註
に

「
斎
宮
奉
嫁
仁
.
自
昔
至
今
無
不
蒙
神
罰
e

而
業
平
難
奉
密
通
斎
宮
、

不
蒙
神
罰
、
可
知
匪
直
也
。
人
依
珍
事
為
名
』
と
、
業
平
だ
け
が
密

通
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
罰
を
蒙
ら
な
か
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
伊
語
聴
説
』
題
号
論
に
お
け
る
「
古
注
」
は
、

慶
応
本
註
に
最
も
近
い
よ
う
で
あ
る
が
、
心
敬
聞
書
・
常
緑
書
入
と

も
矛
盾
す
る
も
の
は
な
い
。
む
し
ろ
⑤
の
書
陵
部
本
抄
・
千
金
莫
伝

・
塗
龍
抄
と
の
相
違
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
陸
引
用
の
『
古

注
』
は
、
冷
泉
家
流
古
注
の
中
で
は
や
や
傍
流
に
属
す
る
と
考
え
ら

れ
る
慶
応
本
註
《
注
7
》
や
、
正
徹
・
常
縁
流
の
『
古
注
」
の
系
統

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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-

-

-

〉

以
上
は
、
題
号
論
に
関
し
て
比
較
し
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
物
語

本
文
の
注
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
，

ま
ず
、
冷
泉
家
流
古
注
の
説
が
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
、
『
伊
語

聴
説
」
引
用
の
「
古
注
」
が
ど
の
説
を
と
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み

る
と
、
書
陵
部
本
抄
以
下
回
本
の
中
で
は
、
や
は
り
慶
応
本
註
と
一

致
す
る
場
合
が
多
い
e

た
と
え
ば
、
《
注
8
M

①
九
段
「
八
橋
」
は
二
二
人
に
五
人
を
加
ヘ
て
八
人
と
云
」
と
あ

る
の
は
(
「
三
人
」
と
は
「
三
河
」
に
あ
て
る
『
二
条
后
・
染

殿
后
・
四
条
后
」
の
意
)
、
慶
応
本
誌
の
「
二
条
后
・
染
殿
后
・

四
条
后
・
伊
勢
・
染
殿
兵
衛
内
侍
・
小
町
・
前
斎
宮
・
有
常
娘
」

と
一
致
し
、
書
陵
部
本
抄
の
ご
一
一
条
町
・
有
常
娘
問
問
・
伊
勢

・
小
町
・
定
文
娘
・
初
草
女
・
当
純
娘
・
斎
宮
」
と
は
異
な
る
、

千
金
英
伝
に
は
「
染
殿
内
侍
」
の
書
入
が
な
く
、
塗
龍
抄
は
、

「
斎
宮
」
の
代
わ
り
に
「
染
殿
内
侍
」
を
加
え
、
「
定
文
妹
」

「
当
純
妹
」
が
や
や
異
な
る
他
は
書
陵
部
本
抄
と
同
ヒ
。
心
敬

問
書
も
ご
二
条
町
」
を
除
い
て
「
染
殿
后
・
染
殿
内
侍
」
を
加

え
る
他
は
書
陵
部
本
抄
と
同
じ
。

.
②
二
十
四
段
「
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
人
」
を
「
古
注
、
嵯

峨
天
皇
御
子
」
と
す
る
の
は
、
慶
応
本
註
の
『
嵯
峨
天
皇
第
四

御
子
常
康
親
王
』
と
一
致
し
、
塗
寵
抄
及
び
心
敬
問
書
書
入
の

「
仁
明
御
子
常
康
親
王
」
と
相
違
す
る
.
書
陵
部
本
抄
は
『
仁

明
天
皇
御
子
つ
ね
や
す
親
王
』
と
『
成
本
云
、
さ
が
の
天
皇
十

三
の
御
子
つ
ね
み
の
親
王
』
の
両
説
を
あ
げ
る
。

③
一
二
十
一
段
「
ご
た
ち
」
の
注
『
古
注
、
伊
勢
と
あ
り
』
は
す
べ

て
に
共
通
す
る
が
、
「
ご
た
ち
」
が
仕
え
て
い
た
の
を
「
古
注
.

「
染
殿
后
』
と
す
る
の
は
、
慶
応
本
註
の
『
染
殿
后
』
と
一
致

し
、
書
陵
部
本
抄
・
塗
簡
抄
・
心
敬
聞
書
書
入
の
『
光
孝
天
皇
」

と
相
違
す
る
。

な
ど
で
あ
り
、
正
徹
系
統
の
心
敬
聞
書
よ
り
も
慶
応
本
註
に
近
い
点

も
、
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
今

た
だ
し
、
慶
応
本
註
に
す
べ
て
一
致
す
る
の
で
は
な
く
、

③
九
段
『
日
も
く
れ
ぬ
」
に
つ
い
て
、
清
和
天
皇
の
『
位
を
さ
り

給
事
」
と
す
る
が
、
慶
応
本
註
は
「
没
賜
ヌ
」
と
し
て
相
違
し
、

書
陵
部
本
抄
ほ
か
の
「
王
の
ゐ
ん
き
ょ
」
と
一
致
す
る
。

⑤
八
十
九
段
「
我
よ
り
は
ま
さ
り
た
る
人
』
を
『
古
注
は
二
条
后

云
々
」
と
述
べ
る
が
、
慶
応
本
註
は
「
斎
宮
イ
マ
ダ
伊
勢
へ
下

給
ハ
ヌ
サ
キ
」
と
相
違
し
、
書
陵
部
本
抄
・
正
徹
自
署
本
書
入

・
心
敬
聞
書
書
入
の
『
二
条
后
一
と
一
致
す
る
。

な
ど
は
、
書
陵
部
本
抄
や
、
正
徹
・
常
縁
系
統
と
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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注
目
す
べ
き
は
、
書
陵
部
本
抄
な
ど
の
冷
泉
家
涜
の
主
な
注
釈
書

と
は
異
な
り
、
正
徹
・
常
緑
系
統
に
の
み
一
致
す
る
例
で
あ
る
。



⑥
九
段
、
宇
津
の
山
で
出
会
っ
た
「
修
行
者
」
に
つ
い
て
「
僧
正

遍
昭
の
東
山
を
と
ぷ
ら
は
れ
た
る
を
云
」
と
す
る
が
、
書
陵
部

本
抄
以
下
四
本
は
す
べ
て
「
宰
相
清
経
入
道
し
て
蓮
寂
法
師
」

を
あ
て
て
相
違
し
、
心
敬
聞
書
・
正
徹
自
署
本
書
入
・
常
緑
書

入
の
「
遍
昭
」
と
一
致
す
る
(
心
敬
聞
書
は
「
或
人
云
寂
空
」

も
共
に
挙
げ
る
て

⑦
九
段
「
か
の
こ
ま
だ
ら
」
の
『
古
注
」
と
し
て
「
臣
下
出
家
し
、

又
出
家
せ
ぬ
相
交
た
る
心
」
と
す
る
が
、
書
陵
部
本
抄
以
下
回

本
と
心
敬
聞
書
は
「
臣
下
の
隠
れ
る
」
「
臣
下
寵
居
』
の
こ
と

と
し
て
相
違
し
、
常
緑
書
入
の
『
月
卿
雲
客
思
ヒ
/
¥
ニ
出
家

ス
ル
事
ヲ
鳴
ル
」
と
一
致
す
る
。

⑧
九
段
『
武
哉
の
固
と
下
総
国
」
に
「
武
蔵
守
長
良
中
納
言
・
下

総
守
遠
経
左
大
将
」
を
あ
て
る
が
、
書
陵
部
本
抄
・
千
金
英
伝

・
塗
龍
抄
・
心
敬
聞
書
の
『
武
蔵
守
長
良
・
下
総
守
国
経
」
、

慶
応
本
註
の
「
良
房
・
長
平
」
と
対
立
し
、
正
徹
自
署
本
書
入

・
常
緑
書
入
の
『
武
蔵
守
長
良
中
納
言
・
下
総
守
遺
経
左
大
将
」

と
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
伊
語
聴
説
」
所
引
の
「
古
注
」
は
、
書
陵
部
本

抄
以
下
回
本
の
中
で
は
慶
応
本
註
に
や
や
近
く
、
正
徹
系
の
内
で
も

心
敬
聞
書
と
は
相
違
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
正
徹
自
署
本
書
入
や
常

緑
書
入
と
は
概
ね
一
致
し
、
や
は
り
正
徹
・
常
縁
系
統
の
「
古
注
」

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
見
え
な
い
説
も
あ
る
。

⑨
四
十
}
段
二
人
は
い
や
し
き
男
の
ま
づ
し
き
」
の
注
「
古
注

平
定
文
と
云
々
」
は
、
書
陵
部
本
抄
・
塗
寵
抄
・
慶
応
本
註
の

「
小
野
夜
人
」
、
正
融
自
署
本
書
入
・
心
敬
聞
書
の
『
伊
予
介

小
野
行
長
」
の
い
ず
れ
と
も
対
立
(
心
敬
聞
書
書
入
に
は
「
賎

男
ハ
暖
峨
十
三
御
子
蔵
人
大
輔
』
と
あ
る
て

⑩
六
十
五
段
『
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
」
の
注
に
「
三
位
に
叙
て
衣
を

ゆ
る
さ
る
h

と
古
注
也
』
と
あ
る
が
、
書
陵
部
本
抄
は
『
色
ふ

か
く
み
め
よ
き
事
』
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
は
言
及
せ
ず
‘

⑪
八
十
二
段
『
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
』
の
歌
に
つ
い
て
、

「
古
注
説
、
惟
高
を
月
に
た
と
へ
た
る
也
.
清
和
に
お
も
は
ず

位
を
と
ら
れ
て
光
の
み
ち
ぬ
と
云
心
.
不
用
』
と
述
べ
る
が
、

書
陵
部
本
抄
は
「
無
別
義
』
と
し
、
そ
の
他
も
言
及
せ
ず
。

講
釈
の
聞
書
で
あ
る
か
ら
、
中
に
は
聞
き
誤
り
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
ず
、
⑨
の
場
合
は
そ
の
一
例
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

⑩
⑪
の
場
合
は
、
冷
泉
家
流
古
注
に
も
な
い
説
を
『
古
注
」
と
し
て

述
べ
て
い
る
(
な
お
、
こ
れ
は
「
和
歌
知
顕
集
」
の
系
統
に
も
見
え

な
い
て

つ
ま
り
、
冷
泉
家
流
の
秘
伝
が
二
条
派
の
人
々
へ
と
広
ま
る
う
ち

に
種
々
変
化
し
、
冷
泉
家
流
古
注
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
新
た
な

「
古
注
」
、
・
い
わ
ば
二
条
派
流
『
古
注
』
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を

生
む
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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〈
問
問
H

V

以
上
、
「
古
注
」
と
明
記
し
て
引
用
し
て
い
る
も
の
を
検
討
し
て

き
た
が
、
「
古
注
」
と
は
言
わ
ず
に
引
用
し
た
り
、
古
注
の
理
解
を

前
提
に
し
て
注
釈
し
て
い
る
も
の
も
実
は
少
な
く
な
い
。
何
例
か
あ

げ
て
み
よ
う
。

⑫
三
十
一
段
「
よ
し
ゃ
草
葉
よ
な
ら
ん
さ
が
み
ん
』
に
関
し
て
、

「
或
説
.
ふ
る
き
耳
の
詞
也
。
万
葉
寄
也
@
わ
す
ら
る
為
つ
ら

さ
は
い
か
に

i
ー
一
と
述
べ
る
の
は
‘
慶
応
本
註
の
「
此
本
寄

ハ
、
続
万
葉
八
巻
、
石
上
乙
丸
作
、
忘
行
ツ
ラ
サ
ハ
イ
カ
ニ
命

ア
ラ
パ
ヨ
シ
ヤ
草
葉
ノ
ナ
ラ
ン
サ
ガ
ミ
ン
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

(
心
敬
問
書
書
入
も
慶
応
本
註
と
同
じ
歌
を
「
石
上
乙
丸
」
作

と
し
て
載
せ
る
。
そ
の
他
は
言
及
せ
ず
て

⑬
三
十
七
段
「
我
な
ら
で
下
紐
と
く
な
」
に
関
し
て
「
エ
ン
セ
キ

パ
ウ
。
霊
‘
風
に
成
て
、
帯
の
と
け
た
る
古
事
、
下
ひ
も
此
説

也
』
と
あ
る
が
、
慶
応
本
註
が
「
シ
タ
ヒ
モ
ト
云
事
‘
本
文
云
」

と
し
て
「
延
岩
望
ト
云
人
」
の
説
話
を
引
き
、
心
敬
聞
書
書
入

は
「
下
紐
、
延
石
望
ガ
古
事
ア
リ
」
と
、
説
話
自
体
は
引
か
ぬ

も
の
の
、
人
名
は
一
致
す
る
(
書
陵
部
本
抄
・
塗
龍
抄
は
、
話

の
内
容
は
同
じ
だ
が
、
人
名
を
あ
て
な
い
て

⑮
五
十
段
「
行
く
水
に
数
か
く
よ
り
も
」
の
注
で
「
仁
徳
天
皇
御

宇
橘
キ
ヨ
ユ
キ
」
の
説
話
を
引
き
、
「
さ
り
と
も
と
か
ず
か
く

水
は
跡
も
な
し
君
が
心
は
つ
ら
さ
の
み
に
て
」
を
掲
げ
る
が
、

慶
応
本
註
に
も
「
仁
徳
天
皇
御
時
、
橘
政
行
」
が
や
や
異
な
る

だ
け
で
同
じ
歌
が
引
か
れ
て
い
る
(
書
陵
部
本
抄
は
「
聖
武
天

皇
の
御
時
、
あ
る
男
」
と
し
、
下
旬
「
消
な
ぱ
人
や
お
も
ひ
知

べ
き
」
と
相
違
す
る
。
塗
龍
抄
は
、
人
名
は
書
陵
部
本
抄
に
、

和
歌
は
慶
応
本
註
と
同
じ
。
心
敬
問
書
も
簡
単
に
述
べ
る
が
、

人
名
・
和
歌
に
は
触
れ
な
い
可

以
上
は
本
説
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
冷
白
熱
家
流
古
注
の
中
で

は
、
本
説
を
挙
げ
る
も
の
、
人
名
を
あ
て
る
も
の
と
一
致
し
、
そ
れ

を
あ
ら
わ
す
方
向
に
「
伊
語
聴
説
」
の
関
心
が
向
い
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
文
献
的
裏
付
の
な
い
こ
の
よ
う
な
説
は
、
宗
祇
・
三

条
西
家
流
の
『
当
流
」
の
注
釈
書
に
は
表
れ
て
こ
な
い
。

い
っ
た
い
、
こ
の
時
代
に
は
、
伊
勢
物
語
注
釈
に
限
ら
ず
、
た
と

え
ば
古
今
集
注
釈
に
お
い
て
も
、
詠
人
不
知
の
和
歌
を
、
実
は
誰
そ

れ
の
作
な
の
だ
と
作
者
や
詠
作
事
情
を
説
明
し
た
り
、
故
事
来
歴
を

詳
し
く
注
釈
し
た
り
す
る
こ
と
が
一
種
の
流
行
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ

の
講
釈
の
聞
き
手
の
、
本
説
を
知
る
こ
と
へ
の
興
味
に
由
来
す
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
ご
説
」
「
或
説
」
と
し
て
の
引
用
で

あ
る
に
せ
よ
、
実
隆
ほ
ど
の
人
で
も
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う

く
ら
い
、
古
注
の
魅
力
は
や
は
り
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
本
説
や
故
事
を
掲
げ
る
の
に
古
注
を
利
用
す
る
だ
け

で
な
く
、
古
注
と
同
様
に
、
文
献
的
裏
付
も
な
く
年
月
日
や
人
名
を
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あ
て
る
場
合
も
多
い
。

⑮
二
十
九
段
「
東
宮
女
御
」
を
「
二
条
后
」
と
す
る
の
は
す
べ
て

に
共
通
す
る
が
、
「
花
の
賀
」
に
つ
い
て
の
『
后
廿
八
歳
也
。

東
宮
二
歳
也
。
古
注
不
用
も
、
此
織
な
ど
相
違
也
.
此
賀
、
染

殿
后
四
十
賀
、
二
条
后
し
給
也
」
は
、
書
陵
部
本
抄
の
「
貞
観

七
年
三
月
、
二
条
后
廿
の
御
賀
」
の
他
す
べ
て
が
『
二
条
后
廿

賀
」
と
す
る
の
と
相
違
し
、
書
陵
部
本
抄
が
「
又
云
」
と
し
て

掲
げ
る
「
染
殿
后
四
十
賀
」
と
一
致
す
る
。

⑮
八
十
二
段
「
十
一
日
の
月
」
に
つ
い
て
、
『
弥
生
十
一
日
な
る

べ
し
」
と
す
る
が
、
書
陵
部
本
抄
の
「
貞
観
十
六
年
八
月
十
一

日
」
と
相
違
し
、
正
徹
自
署
本
書
入
・
心
敬
問
書
な
ど
の
「
貞

観
十
年
三
月
十
一
日
」
と
一
致
す
る
。

⑪
八
十
六
段
「
わ
か
き
女
」
と
『
あ
ひ
は
な
れ
ぬ
宮
仕
へ
』
に
つ

い
て
「
染
殿
后
に
ま
い
り
た
る
事
か
。
有
常
女
後
に
宮
づ
か
へ

し
た
り
。
い
づ
れ
と
は
か
り
が
た
し
」
と
述
べ
る
が
、
書
陵
部

本
抄
の
「
有
常
女
」
と
「
共
に
清
和
の
御
門
に
つ
か
ふ
る
を
い

ふ
」
、
慶
応
本
註
の
『
四
条
后
」
『
清
和
御
門
」
と
相
違
す
る
。

⑮
百
段
、
忘
れ
草
を
出
し
た
人
を
「
此
人
、
大
概
二
条
后
也
」
と

述
べ
る
が
、
書
陵
部
本
抄
・
慶
応
本
註
の
「
染
殿
后
」
と
相
違

し
、
心
敬
聞
書
の
「
二
条
后
居
玉
所
」
と
一
致
す
る
。

⑮
の
場
合
、
書
陵
部
本
抄
の
い
う
貞
観
七
年
の
二
条
后
二
十
賀
と

す
る
と
、
二
条
后
の
年
齢
二
十
四
歳
と
合
わ
な
い
か
ら
、
「
古
注
」

の
説
は
間
違
い
だ
と
言
い
、
二
条
后
二
十
八
歳
、
東
宮
〈
鴎
成
)
二

歳
の
時
、
貞
観
十
一
年
の
染
殿
后
四
十
賀
を
い
う
の
だ
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
書
陵
部
本
抄
の
「
又
云
」
説
を
修
正
し
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
染
殿
后
四
十
賀
」
は
文
献
に
見
え
な
い
ば
か

り
か
、
「
日
本
紀
略
」
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
.
染
殿
后
明
子
は
四

十
一
歳
で
あ
り
.
四
十
賀
を
こ
の
年
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
ち

な
み
に
、
「
伊
勢
物
語
肖
間
抄
」
な
ど
の
宗
祇
講
釈
の
聞
書
に
ご

禅
御
説
』
と
し
て
こ
の
説
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
隆
は
一
条
兼
良

の
説
と
信
じ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
古
注
』
に
異
を
唱
え
て

い
な
が
ら
、
拠
り
所
に
し
た
説
が
、
実
は
『
古
注
」
の
掲
げ
る
文
献

的
裏
付
の
な
い
説
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
⑮
は
正
徹
系
統
、
⑮
は
心
敬
問
書
書
入
の
「
古
注
・
一
で
あ

る
が
、
⑮

1
⑮
も
、
や
は
り
文
献
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
な
い
説
で

あ
り
《
注
9
》
、
古
注
に
従
い
、
古
注
と
同
次
元
の
発
想
に
基
づ
い

て
注
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
⑫
の
場
合
、
八
十
六
段
の

女
に
紀
有
常
女
を
あ
て
る
「
古
注
一
の
理
解
を
無
批
判
に
受
け
入
れ

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
「
宮
仕
へ
一
に
つ
い

て
、
「
古
注
」
の
「
清
和
御
門
」
説
に
異
を
唱
え
る
べ
く
.
「
染
殿

后
」
説
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宗
祇
流
の
『
当
涜
」
の
注
釈
書
で
も
、
古
注
否
定
の

姿
勢
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
部
分
的
に
は
古
注
に
従
っ
て
人
名

を
あ
ら
わ
す
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
を
分
析
す
る
と
、
人
物
の
性
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格
に
注
目
し
て
宗
祇
涜
の
人
物
像
を
作
り
上
げ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に

従
っ
て
人
名
を
あ
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
《
注
叩
》
、
こ
の
⑮

t
⑮
の
場
合
を
調
べ
て
み
る
と
、
⑮
の
み
前
述
の
よ
う
に
「
染
殿
后

四
十
賀
」
と
す
る
が
、
⑮
は
触
れ
ず
、
⑪
は
「
誰
と
も
な
し
』
「
い

づ
く
の
事
と
も
な
し
」
(
商
聞
抄
)
、
⑮
も
「
誰
と
も
な
し
」
(
同
)

と
、
古
注
を
は
っ
き
り
否
定
し
て
い
る
。
又
、
実
隆
講
釈
の
他
の
問

書
「
惟
清
抄
」
や
『
泊
談
称
聴
」
で
も
、
こ
れ
ら
の
「
古
注
」
の
説

に
は
触
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
『
伊
語
聴
説
」
は
、
「
古
注
」
否
定

の
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
も
「
古
注
」
を
詳
細
に
引
用
す
る
の
み
な
ら

ず
、
み
ず
か
ら
「
古
注
」
の
世
界
に
入
り
込
み
、
「
古
注
」
の
物
語

理
解
を
拠
り
所
に
し
て
注
釈
す
る
点
に
お
い
て
、
宗
祇
の
注
釈
や
実

隆
講
釈
の
他
の
聞
書
に
比
べ
、
は
る
か
に
「
古
注
」
に
近
づ
い
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈

ア

且

〉

さ
て
、
次
に
、
実
隆
の
息
公
粂
の
次
男
水
無
瀬
兼
成
の
著
『
伊
勢

物
語
称
談
集
解
』
に
お
け
る
「
古
注
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
称

談
集
解
」
の
諸
伝
本
と
そ
の
書
誌
に
つ
い
て
触
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

大
津
有
一
博
士
の
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
』
に
詳
し
く
、
紙
数

の
制
約
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
に
従
う
。

『
称
談
集
解
」
は
、
兼
成
の
奥
書
(
引
用
は
国
会
図
書
館
本
)
に
、

右
両
冊
者
本
愚
見
抄
、
聞
称
名
前
右
相
府
之
講
談
抄
之
。
(
略
)

今
集
善
説
記
其
大
全
。
(
略
)

と
あ
る
よ
う
に
、
一
条
兼
良
の
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
を
本
注
と
し
、

公
粂
講
談
の
聞
書
を
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
愚
見
抄
」

の
後
に
記
さ
れ
る
公
条
か
ら
の
問
書
部
分
に
、
や
は
り
古
注
の
膨
響

が
甚
だ
し
い
。

そ
こ
で
、
「
伊
語
聴
説
」
の
場
合
に
な
ら
っ
て
、
「
称
談
集
解
」

に
見
え
る
『
古
注
」
の
実
体
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
『
称
談
集
解
」
引
用
の
「
古
注
」
も
、
概

ね
『
伊
語
聴
説
」
引
用
の
「
古
注
」
と
一
致
し
、
正
融
・
常
緑
系
統

の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
伊
語
聴
説
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
①

1

⑮
の
う
ち
、
「
称
談
集
解
」
に
注
の
あ
る
も
の
を
列
記
す
る
。
(
)

内
に
、
伊
勢
物
語
の
章
段
番
号
と
、
『
称
談
集
解
」
と
一
致
す
る
注

釈
書
名
を
略
号
で
示
し
た
。

②
念
比
二
イ
ヒ
ケ
ル
人
ト
ハ
、
嵯
峨
天
皇
第
四
御
子
恒
康
親
王

也
。
{
二
十
四
段
、
聴
説
・
慶
・
書
-
或
本
云
」
)

③
染
殿
后
ノ
御
所
ニ
テ
、
{
三
十
一
段
、
聴
説
・
慶
)

⑤
我
ヨ
リ
マ
サ
ル
人
ト
ハ
、
二
条
后
也
a

(

八
十
九
段
、
聴
説
・

書
・
正
徹
・
心
敬
書
入
}

⑨
妹
ハ
小
野
行
長
ガ
メ
ニ
ナ
ル
。
(
四
十
一
段
、
正
徹
・
心
敬
}

⑪
消
和
ニ
御
代
マ
イ
リ
子
、
惟
喬
世
ヲ
倦
オ
ハ
シ
マ
ス
コ
ト
ヲ

云
e

{

八
十
二
段
、
聴
説
}

⑫
忘
行
ツ
ラ
サ
ハ
イ
カ
ニ
命
ア
ラ
パ
ヨ
シ
ヤ
草
葉
ノ
ナ
ラ
ン
サ
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ガ
ミ
ン
(
三
十
一
段
、
慶
・
心
敬
書
入
。
初
旬
以
外
聴
説
)

⑭
本
寄
、
サ
リ
ト
モ
ト
数
カ
ク
水
ハ
跡
モ
ナ
シ
君
ガ
ツ
ラ
サ
ハ

ツ
ラ
サ
ノ
ミ
マ
ヂ
(
五
十
段
、
聴
説
・
塗
・
鹿
。
但
、
下
旬

や
や
相
違
)

⑮
古
註
ニ
ハ
、
二
条
后
廿
賀
ト
云
也
。

書
ほ
か
)

⑫
若
女
ヲ
ア
ヒ
云
リ
ケ
ル
ト
ハ
、
有
常
ム
ス
メ
ノ
事
也
。
八
十

六
段
、
聴
説
・
書
)

⑮
ヤ
ゴ
ト
ナ
.
キ
人
ト
ハ
{
中
略
〉
二
条
后
也
。
(
百
段
、
聴
説
・

心
敬
)

こ
の
よ
う
に
、
⑨
以
外
ほ
ぽ
『
伊
語
聴
説
」
と
一
致
す
る
。
こ
の

⑨
は
、
「
伊
語
聴
説
」
の
み
が
掲
げ
る
「
平
定
文
』
と
も
番
陵
部
本

抄
な
ど
の
「
小
野
夜
人
」
と
も
相
違
し
て
正
徹
系
統
の
説
を
と
っ
て

お
り
、
『
称
談
集
解
」
に
見
え
る
「
古
注
』
が
正
徹
系
統
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
伊
語
聴
説
』
が
触
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、

⑮
四
十
八
段
「
待
ケ
ル
人
ト
ハ
紀
俊
貞
』
は
、
書
陵
部
本
抄
・
塗

龍
抄
・
慶
応
本
註
に
一
致
し
、
正
徹
自
署
本
書
入
の
「
定
文
」
、

心
敬
問
書
書
入
の
「
有
常
、
イ
本
平
定
文
」
と
相
違
(
書
陵
部

本
抄
は
「
古
今
の
注
ニ
ハ
有
常
」
、
塗
館
抄
書
入
は
『
有
常
』
)

⑮
百
九
段
『
友
達
の
人
を
失
へ
る
」
を
「
紀
茂
行
ガ
褒
死
テ
悲
ミ

侍
ル
時
ノ
事
也
」
と
す
る
の
は
、
書
陵
部
本
抄
「
或
本
云
」
と

{
二
十
九
段
、
聴
説
・

一
致
し
、
書
陵
部
本
抄
・
慶
応
本
註
・
心
敬
聞
書
書
入
の
「
有

常
」
、
心
敬
聞
書
の
「
貫
之
」
と
相
選
。

⑪
百
十
段
「
み
そ
か
に
か
よ
ふ
女
』
を
『
二
条
后
』
と
す
る
の
は
、

書
陵
部
本
抄
・
千
金
莫
伝
・
慶
応
本
註
と
一
致
し
、
正
徹
自
署

本
書
入
・
心
敬
聞
書
・
常
緑
書
入
の
『
染
殿
后
』
と
相
退
。

の
よ
う
に
正
徹
・
常
緑
系
統
と
相
違
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
以

外
は
概
h
一
致
し
、
特
に
、
書
険
部
本
抄
な
ど
の
冷
泉
家
涜
の
主
な

注
釈
と
は
相
違
し
て
、
正
徹
・
常
緑
系
統
に
の
み
一
致
す
る
次
の
よ

う
な
例
は
注
目
さ
れ
る
。

⑫
二
十
四
段
「
片
田
舎
」
の
注
「
津
ノ
国
ム
パ
ラ
ノ
郡
」
は
、
正

徹
自
署
本
書
入
・
心
敬
聞
書
書
入
・
常
緑
書
入
と
一
致
し
、
書

陵
部
本
抄
・
千
金
英
伝
・
塗
能
抄
の
『
大
和
』
と
相
違
.

⑫
五
十
四
段
「
つ
れ
な
か
り
け
る
女
」
を
『
四
条
后
」
と
す
る
の

は
、
正
徽
自
署
本
書
入
・
常
緑
書
入
と
一
致
し
、
書
陵
部
本
抄

・
千
金
英
伝
・
塗
簡
抄
・
心
敬
聞
書
書
入
の
「
染
殿
后
」
、
慶

応
本
註
の
「
二
条
后
」
と
相
違
{
心
敬
聞
書
書
入
は
『
四
条
后

イ
本
」
)
。

⑫
五
十
五
段
「
思
ひ
か
け
た
る
女
」
を
『
二
条
后
』
と
す
る
の
は
、

正
徹
自
署
本
書
入
・
心
敬
聞
書
書
入
・
常
緑
書
入
と
一
致
し
、

書
陵
部
本
抄
・
千
金
英
伝
・
塗
簡
抄
の
『
染
殿
后
』
と
相
違
す

る
(
書
陵
部
本
抄
は
二
説
二
条
后
』
}
。

⑤
六
十
五
段
「
人
の
国
よ
り
」
の
注
『
或
説
、
駿
河
守
高
経
ノ
許

-87-



ヨ
リ
ク
ル
事
一
は
、
正
徹
自
署
本
書
入
・
心
敬
聞
書
・
常
縁
書

入
と
一
致
し
、
書
陵
部
本
抄
・
千
金
英
伝
・
塗
寵
抄
の
「
近
江

国
忠
仁
公
」
の
許
よ
り
、
慶
応
本
註
の
「
角
田
ヨ
リ
」
と
相
違

(
心
敬
問
書
は
「
近
江
国
忠
仁
公
」
と
両
説
)
。

@
百
十
九
段
の
『
女
」
を
「
染
殿
内
侍
」
と
す
る
の
は
、
正
徹
自

署
本
書
入
・
心
敬
聞
書
書
入
と
一
致
し
、
書
陵
部
本
抄
の
ご
一

条
后
」
、
慶
応
本
註
の
「
有
常
娘
』
と
相
違
{
書
陵
部
本
抄
は

「
或
本
に
染
殿
内
侍
」
‘
心
敬
問
書
は
二
義
有
常
娘
」
)
。

「
称
談
集
解
」
も
、
講
釈
の
聞
書
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
見
え
る
-
古
注
」
が
、
公
粂
引
用
の
「
古
注
』
を
完
全

な
形
で
伝
え
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
が
、
⑮

1
⑪
の
よ
う
に
正

徹
・
常
緑
系
統
で
は
な
く
他
の
説
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
‘
一
口
に
二
条
派
の
「
古
注
」
と
言
っ
て
も
、
細
部
で
は
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
称
談
集
解
」
に
お
け
る
「
古
注
」
は
、

ア
ハ
ジ
ト
モ
イ
ハ
ザ
ル
女
ハ
小
町
ナ
リ
ト
云
ハ
、
古
註
ノ
説
也
、
一

当
流
ニ
ハ
誰
ト
モ
不
言
也
A

(

二
十
五
段
)

女
ハ
二
条
后
也
。
后
ニ
参
給
テ
後
ノ
事
也
。
(
略
)
当
流
ニ
ハ

誰
ト
モ
イ
ハ
ズ
。
(
三
十
二
段
)

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
伊
語
聴
説
」
と
同
様
、
『
当
流
」
に
対
立

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
②
ま
で
に
掲
げ
た

例
の
大
半
は
、
「
古
注
」
と
明
記
し
な
い
で
の
引
用
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
冷
泉
家
流
古
注
の
説
を
『
当
涜
」
の
説
と
し
て

述
べ
る
場
合
す
ら
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
八
七
ペ
ー
ジ
に
引
用
し
た
⑮
二
十
九
段
の
『
古
注
』

の
前
に
、此

花
ノ
賀
ノ
事
ハ
、
染
殿
后
四
十
賀
ヲ
云
，
二
条
ノ
后
ノ
申
沙

汰
也
。
(
略
)
当
流
、

と
あ
る
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
書
陵
部
本
抄
の
「
又
云
』
説
で
あ
り
、

③
ア
ネ
ノ
サ
キ
ダ
チ
テ
ナ
リ
タ
ル
所
へ
行
ト
ハ
‘
大
原
ニ
住
侍
ル
、

当
流
の
義
也
。
又
、
深
草
住
ト
モ
云
方
ア
リ
@
(
十
六
段
)

③
ソ
コ
ナ
リ
ケ
ル
岩
ト
ハ
、
硯
ノ
事
也
，
ヲ
ヨ
ビ
ハ
、
及
プ
也
。

ノ
チ
シ
テ
ト
ハ
、
後
ノ
字
也
。
後
二
此
寄
ヲ
書
テ
ヤ
ル
ト
云
事

也
。
岩
、
小
指
ノ
血
ナ
ド
ノ
説
、
当
流
ニ
ハ
非
ズ
(
二
十
四
段
}

③
は
、
書
陵
部
本
抄
・
塗
寵
抄
・
心
敬
問
書
書
入
の
「
大
原
」
と
一

致
し
、
@
の
『
及
後
而
」
は
、
「
伊
語
聴
説
」
に
「
及
後
而
と
古
注

也
」
と
あ
る
ほ
か
、
書
陵
部
本
抄
・
塗
簡
抄
が
こ
の
説
を
と
っ
て
お

り
、
冷
泉
家
涜
古
注
の
説
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
(
な
お
、
⑫
の
「
深
草
」
、
③
の
「
ソ
コ
ナ
リ
ケ
ル
岩
ト
ハ
‘
硯

ノ
事
」
は
、
こ
れ
ら
冷
泉
家
涜
古
注
に
は
見
当
た
ら
な
い
て

③
の
場
合
、
「
大
原
」
「
深
草
・
一
の
二
説
に
対
し
、
自
分
の
流
派

で
は
こ
の
説
を
用
い
る
と
表
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
宗
祇
・
三
条
西

家
涜
の
注
釈
書
に
こ
の
説
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
⑫
の
場
合
も
、

心
敬
問
書
書
入
に
『
小
指
ノ
血
シ
テ
。
又
云
、
及
後
シ
テ
也
.
他
義
」
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と
あ
る
よ
う
に
、
宗
祇
・
三
条
西
家
流
で
は
物
語
の
記
述
に
従
っ
て

「
小
指
」
と
し
て
お
り
、
宗
祇
・
三
条
西
家
流
の
一
般
の
注
釈
書
に

は
表
れ
て
こ
な
い
こ
の
よ
う
な
『
古
注
』
の
説
を
『
当
涜
』
と
し
て

用
い
て
い
る
の
で
あ
る
の

と
こ
ろ
で
、
宗
祇
涜
の
注
釈
書
に
も
、
「
古
注
』
を
「
当
流
」
と

す
る
も
の
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
六
段
「
弓
ゃ
な
ぐ
ひ
を
負
ひ
て
」

に
つ
い
て
、
「
伊
勢
物
語
宗
長
問
書
」
は
、

当
流
に
は
、
た

J
B

其
時
の
た
け
き
心
を
弓
や
な
ぐ
い
と
い
へ
り
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
書
陵
部
本
抄
な
ど
の
冷
泉
家
涜
古
注
の

説
で
あ
る
.
ま
た
肖
柏
の
問
書
「
伊
勢
物
語
南
関
抄
」
に
も
、
「
下

の
心
』
と
し
て
こ
の
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
《
注
日
》
.
「
称
談
集

解
」
が
「
古
注
」
の
説
を
「
当
流
」
と
す
る
右
の
例
は
、
こ
の
よ
う

な
宗
祇
流
の
『
当
涜
」
の
注
釈
書
の
姿
勢
を
、
さ
ら
に
押
し
進
め
た

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
実
隆
講
釈
の
他
の
問
書
で
は
、
兼
良
の
「
愚
見
抄
」

の
説
「
弓
箭
お
へ
る
事
は
実
事
也
」
の
方
を
評
価
す
る
の
に
対
し
、

「
伊
語
聴
説
」
は
「
弓
ゃ
な
ぐ
ひ
、
人
の
心
の
あ
ら
/
¥
し
き
、
当

流
同
」
と
、
宗
祇
説
に
従
っ
て
「
古
注
」
を
「
当
流
」
と
し
て
お
り
、

「
伊
語
聴
説
」
と
『
古
注
」
と
の
近
さ
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
の

だ
が
、
単
に
『
古
注
」
に
近
い
だ
け
で
な
く
、
宗
祇
や
三
粂
西
家
の

『
当
流
」
の
注
釈
書
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
‘
「
古
注
」
の
延
展

と
お
ぼ
し
い
解
釈
が
多
々
あ
る
こ
と
前
述
の
ご
と
く
で
あ
り
、
「
称

談
集
解
」
の
場
合
も
、
以
上
の
よ
う
に
全
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る

の
で
あ
る
。

「
伊
語
聴
説
」
引
用
の
「
古
注
」
が
、
冷
泉
家
涜
古
注

や
正
徹
・
常
緑
系
統
の
『
古
注
」
に
見
え
な
い
例
と
し
て
挙
げ
た
⑪

八
十
二
段
の
例
(
本
稿
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
)
は
、
八
六
ペ
ー
ジ
に
掲

げ
た
通
り
『
称
談
集
解
』
に
も
同
種
の
解
釈
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の

だ
が
、
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、

.
ソ
コ
ニ
ハ
消
和
天
皇
ノ
御
事
ヲ
コ
メ
テ
読
侍
ル
ト
ナ
ン
。

(
ち
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
)

此
寄
、
下
ノ
心
ハ
、
消
和
ニ
世
ヲ
ト
ラ
レ
テ
惟
喬
世
ヲ
遁
玉
ハ

ン
事
ヲ
悲
ム
心
地
ト
ナ
ン
。
清
和
ヲ
タ
ト
へ
侍
ル
、
此
御
座
ノ

ユ
へ
ニ
惟
喬
世
ヲ
ウ
シ
ト
覚
シ
メ
シ
テ
ト
ナ
ン
云
。

(
を
し
な
べ
て
埠
も
た
い
ら
に
)

な
ど
の
注
が
見
ら
れ
、
八
十
二
段
全
体
を
惟
喬
親
王
と
清
和
天
皇
の

暗
喰
と
と
ら
え
る
解
釈
の
存
在
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。
「
伊
語

聴
説
」
が
「
古
注
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
か
に
も
古
注
に
あ

り
そ
う
な
解
釈
で
あ
り
、
実
隆
以
前
に
既
に
存
在
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
説
を
「
称
談
集
解
」
は
『
ソ
コ

ニ
ハ
」
「
下
ノ
心
ハ
」
と
い
う
形
で
、
み
ず
か
ら
の
秘
説
と
し
て
述

べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
冷
泉
家
涜
古
注
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、

古
注
的
な
発
想
が
基
盤
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
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〈
ム
ハ
〉

以
上
、
『
伊
語
聴
説
」
と
「
称
談
集
解
」
の
伝
え
る
実
隆
・
公
粂

引
用
の
「
古
注
』
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
今
『
古
注
を
ま
じ

へ
て
よ
む
」
講
釈
、
つ
ま
り
「
古
注
」
を
詳
細
に
引
用
し
う
つ
「
当

流
」
の
義
を
読
む
講
釈
の
実
際
を
検
討
し
て
き
た
。

す
る
と
、
単
に
「
古
注
」
の
引
用
が
詳
細
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
古
注
」
と
言
わ
ず
に
引
用
し
た
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
冷
泉
家
涜
古

注
の
説
を
「
当
流
」
と
し
て
用
い
る
場
合
、
ま
た
冷
泉
家
涜
古
注
に

も
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
古
注
の
延
展
と
い
う
べ
き
新
た
な
『
古
注
」

を
示
す
場
合
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
祇
・
三
条
西
家
流
で
の
『
古
注
』
を

用
い
る
講
釈
は
、
初
心
の
者
に
対
す
る
場
合
《
注
ロ
》
で
あ
っ
て
、

「
よ
き
門
弟
」
に
は
『
古
注
』
の
義
を
捨
て
て
『
当
涜
」
の
義
を
読

ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
『
古
注
』
が
初
め
か
ら
全
面
的

に
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
当
涜
」
の
説
を
伝
授
す
る

前
に
先
ず
『
古
注
」
を
講
釈
し
た
り
、
「
古
注
」
を
『
当
流
』
の
説

と
し
て
用
い
た
り
す
る
の
は
、
い
か
に
も
奇
妙
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
初
心
者
に
対
す
る
『
古
注
を
ま
じ
へ
」
た
講
釈
の
場
合

だ
け
で
な
く
、
宗
祇
涜
の
「
当
涜
-
の
注
釈
書
、
た
と
え
ば
宗
祇
の

高
弟
宗
散
の
「
宗
長
問
書
」
に
も
、
『
古
注
」
を
「
当
涜
」
と
す
る

も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
『
さ
し
た
る
人
に
で
も
な
き
者
」
に

対
し
て
『
古
注
を
以
て
」
「
古
注
を
ま
じ
へ
て
』
講
釈
す
る
こ
と
と
、

「
よ
き
門
弟
」
に
対
し
て
『
本
式
に
」
「
当
涜
の
趣
を
』
講
釈
す
る

こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
隔
た
り
を
持
た
な
い
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、

「
古
注
』
と
『
当
流
」
と
が
、
全
く
正
反
対
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
宗
祇
涜
の
「
当
涜
」
の
注
釈
自
体
が

『
古
注
』
と
非
常
に
似
通
っ
た
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の

宗
祇
は
、
『
幽
玄
に
よ
み
な
す
」
(
南
間
抄
九
十
六
段
)
こ
と
を
物
語

読
解
の
理
想
と
し
、
表
面
に
は
表
れ
な
い
作
品
の
「
心
』
を
如
何
に

読
み
取
る
か
、
と
い
う
点
に
注
釈
の
重
点
を
お
い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
《
注
日
》
、
鎌
倉
時
代
の
古
注
が
現
実
の
年
月
日
や
実
名
を

あ
て
る
の
は
、
物
語
は
業
平
の
実
伝
を
比
喰
的
に
描
い
た
も
の
と
把

握
し
た
上
で
、
物
語
の
表
面
に
は
表
れ
な
い
現
実
の
「
事
件
」
を
読

み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
《
注
比
》
、
作
品
か
ら
読
み
取
ろ

う
す
る
も
の
は
違
っ
て
も
、
物
語
は
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
仮
の

姿
で
描
か
れ
た
も
の
と
把
握
す
る
注
釈
の
根
本
に
お
い
て
は
、
宗
祇

も
「
古
注
」
の
方
法
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宗
祇
・
三
条
西
家
涜
を
中
心
と
す
る
こ
の
時
代
の
注
釈
の

著
し
い
特
色
の
ひ
と
つ
に
、
儒
教
的
倫
理
観
を
背
景
に
し
た
教
訓
性

と
好
色
否
定
が
あ
げ
ら
れ
る
が
《
注
目
》
、
物
語
か
ら
教
訓
を
読
み

取
り
、
色
好
み
を
描
く
物
語
の
好
色
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
も
、

物
語
に
理
想
を
求
め
、
表
面
に
は
表
れ
な
い
作
品
の
心
を
読
み
取
ろ
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う
と
す
る
楽
勢
の
表
れ
で
あ
り
、
そ
の
根
本
は
.
物
語
を
比
喰
と
見

る
と
こ
ろ
に
発
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
，

す
な
わ
ち
、
「
古
注
」
と
「
当
流
』
と
は
、
必
ず
し
も
正
反
対
の

も
の
で
は
な
く
、
「
古
注
』
の
伊
勢
物
語
理
解
の
延
長
線
上
に
宗
祇

や
三
粂
西
家
涜
の
伊
勢
物
語
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
古
注
』

も
ま
た
『
当
流
』
だ
と
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
り
.
「
伊
語
聴
説
」
や

『
称
談
集
解
」
に
見
え
る
『
古
注
」
と
『
当
涜
』
と
を
相
交
え
て
の

講
釈
が
成
り
立
ち
得
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
、

初
心
の
者
に
「
古
注
」
を
講
釈
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
伊
勢
物
語

の
読
解
に
お
い
て
、
「
古
注
」
の
実
名
や
年
月
日
を
あ
て
る
よ
み
方

が
必
要
最
底
限
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
伊

勢
物
語
を
実
在
の
業
平
の
伝
と
し
て
よ
む
限
り
、
登
場
人
物
に
実
名

を
あ
て
る
よ
み
方
は
、
自
然
な
事
受
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
《

物
語
を
業
平
の
実
伝
と
見
る
点
で
は
、
兼
良
の
注
釈
も
同
様
で
あ

る
@
し
か
し
、
兼
良
は
、
物
語
を
業
平
の
実
伝
に
準
ず
る
も
の
と
考

え
て
い
た
と
見
ら
れ
、
文
献
に
よ
っ
て
確
か
め
得
る
事
実
を
根
拠
に
、

実
証
的
に
業
平
の
実
伝
を
探
ろ
う
と
す
る
《
注
凶
》
の
に
対
し
、
宗

祇
流
で
は
、
業
平
の
実
伝
そ
の
も
の
で
は
な
く
比
喰
的
に
描
か
れ
て

い
る
と
見
る
点
で
、
兼
良
の
注
釈
と
は
根
本
的
に
相
違
す
る
乞
そ
し

て
‘
こ
の
時
代
に
成
立
し
た
注
釈
書
に
、
二
粂
家
流
を
標
傍
し
て
古

注
否
定
の
姿
勢
を
示
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
古
注
の
実
名
を
あ

て
る
よ
み
方
の
務
響
が
甚
だ
し
い
も
の
が
少
な
く
な
い
と
い
う
事
実

は
《
注

η
》
、
当
時
一
般
的
だ
っ
た
の
が
、
兼
良
の
古
注
否
定
の
よ

み
方
で
は
な
く
、
「
古
注
』
と
「
当
流
」
と
が
融
合
し
た
、
宗
祇
流

の
よ
う
な
よ
み
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
兼
良
と
、
宗
祇
流
の
「
当
涜
」
の
注

釈
書
に
見
ら
れ
る
古
注
否
定
に
、
本
質
的
な
意
味
の
相
違
が
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
証
的
注
釈
態
度
を
と
る
兼
良
の
場
合
は
、

文
献
的
裏
付
け
も
な
く
実
名
や
年
月
日
を
あ
て
る
「
古
注
」
を
全
面

的
に
攻
撃
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
《
注
陪
》
、
宗
祇
涜
の
場
合

は
、
「
当
流
」
の
前
段
階
と
し
て
「
古
注
」
が
授
与
さ
れ
る
ば
か
り

か
、
「
当
流
」
の
注
釈
自
体
が
『
古
注
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
り
、
否
定
し
て
い
る
の
は
、
人
名
や
年
月
日
を
あ
て

る
具
体
的
な
点
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
旧
注
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
室
町
時
代
の
注
釈
で
あ
る
が
‘

古
注
否
定
の
態
度
を
と
る
点
で
は
共
通
し
て
い
て
も
、
兼
良
と
、
宗

祇
以
降
の
注
釈
と
を
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
や
は
り
で
き

な
い
し
、
ま
た
、
宗
祇
涜
の
『
当
流
」
の
注
釈
書
だ
け
で
も
、
宗
祇

流
を
は
ヒ
め
と
す
る
こ
の
時
代
の
伊
勢
物
語
注
釈
の
本
質
を
見
極
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
伊
語
聴
説
』
と
「
称
談
集
解
」
と
が
伝
え
る
、
実
隆
や
公
条
の

『
古
注
』
と
「
当
涜
」
と
を
相
交
え
て
の
講
釈
は
、
「
古
注
」
も
ま

た
「
当
流
」
で
あ
っ
た
と
い
う
注
目
す
べ
き
事
実
を
端
的
に
物
語
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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《
注
1
》
以
下
に
引
用
す
る
伊
勢
物
語
の
注
釈
書
は
、
特
に
注
記

し
な
い
場
合
、
片
桐
洋
一
先
生
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資

料
篇
}
』
{
昭
和
四
四
年
、
明
治
書
院
刊
)
に
よ
る
.

《
注
2
》
大
津
有
一
博
士
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
』
{
昭
和

二
九
年
、
石
川
国
文
学
会
刊
}
五
九
ペ
ー
ジ
、
片
桐
洋
一

先
生
司
伊
勢
物
語
の
研
究
[
研
究
篇
一
』
{
昭
和
四
三
年
、

明
治
書
院
刊
}
第
八
篇
第
三
章
な
ど
。

《
注
3
》
⑥
と
⑤
の
聞
の
「
定
家
卿
奥
書
に
も
、
愚
見
に
も
』
か

ら
の
三
行
は
、
本
来
⑤
の
後
に
あ
る
べ
き
も
の
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
業
平
自
記
説
は
、
「
彼
筆
作
に
あ
ら
ず
は
と

書
之
」
以
下
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
伊
勢
筆
作
説
と
共
に
、

藤
原
定
家
の
涜
布
本
(
根
源
本
}
伊
勢
物
語
奥
書
に
見
え

る
も
の
で
あ
る
が
、
実
隆
講
釈
の
他
の
聞
書
の
ほ
か
、
三

粂
西
家
涜
の
注
釈
番
は
こ
の
定
家
奥
書
を
も
っ
て
題
号
論

並
び
に
作
者
考
に
代
え
る
の
が
通
例
だ
か
ら
で
あ
る
.
尤

も
定
家
は
、
両
説
を
挙
げ
る
だ
け
で
い
ず
れ
と
も
決
し
て

い
な
い
の
だ
が
、
実
隆
は
定
家
奥
書
の
『
此
物
語
名
字
非

彼
箪
作
者
何
称
伊
勢
乎
」
の
部
分
を
取
り
出
し
て
伊
勢
箪

作
説
の
根
拠
と
し
、
伊
勢
が
七
条
后
温
子
に
奉
っ
た
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
祇
説
も
問
機
命

《
注
4
》
片
桐
洋
一
先
生
『
伊
勢
物
語
の
研
究
{
研
究
篇
}
』
第
八

篇
第
三
章
参
照
。

《
注
5
》
書
陵
部
本
抄
は
、
片
桐
洋
一
先
生
『
伊
勢
物
語
の
研
究

{
資
料
篇
}
』
に
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
と
し
て
翻
刻

さ
れ
、
慶
応
本
註
は
、
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
編
、

国
文
学
論
叢
第
三
輯
『
平
安
文
学
研
究
と
資
料
』
{
昭
和

三
四
年
、
至
文
堂
刊
)
に
『
定
家
涜
伊
勢
物
語
註
」
と
し

て
長
尾
一
雄
氏
の
翻
刻
が
あ
る
《

《
注
6
》
《
注

4
》
の
著
書
及
び
、
片
桐
洋
一
先
生
『
虚
構
の
実

伝
と
物
語

|
I伊
勢
物
語
古
注
の
世
界
構
造
{
続
)
|
|
」

(
『
香
椎
潟
』
二
七
号
、
昭
和
五
七
年
三
月
}
参
照
。

《
注
7
》
《
注
4
》
に
同
じ
。

《
注
8
》
心
敬
聞
書
は
、
注
釈
部
分
の
他
に
本
文
傍
の
書
入
注
を

持
ち
、
双
方
が
別
の
説
を
唱
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、

両
者
を
区
別
す
る
た
め
、
書
入
注
の
場
合
は
、
そ
の
旨
明

記
し
た
e

ま
た
、
塗
寵
抄
は
六
十
九
段
ま
で
の
零
本
で
あ

り
、
そ
れ
以
降
の
段
に
つ
い
て
は
比
較
で
き
な
か
っ
た

2

《
注
9
》
た
だ
し
、
⑮
は
、
大
和
物
語
百
六
十
二
段
で
は
「
御
息

所
の
御
方
』
と
さ
れ
て
お
り
、
前
段
の
「
二
条
の
后
の
宮
』

と
同
一
人
物
と
理
解
し
て
、
そ
れ
を
伊
勢
物
語
の
解
釈
に

も
及
ぼ
し
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
e

《
注
叩
》
拙
稿
「
伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説
ー
ー
ー
一
条
兼
良
と
宗
祇

と
i
!こ
『
女
子
大
文
学
』
第
三
七
号
、
昭
和
六
一
年

三
月
}
参
照

φ
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《
注
日
》
『
下
の
心
』
は
、
宗
祇
流
の
古
今
集
注
釈
で
は
、
教
訓

的
解
釈
を
付
会
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
が
.
伊
野
物
語

注
釈
に
お
い
て
は
、
数
訓
的
解
釈
に
疎
ら
ず
wmに
別
の
意

味
を
含
ま
せ
る
渇
合
に
広
く
用
い
ら
れ
る
，

《
注
ロ
》
『
伊
語
芭
説
」
の
講
釈
を
前
述
の
ご
と
く
永
正
六
年
と

す
る
と
『
実
経
公
記
』
に
見
え
る
麗
衆
は
、
公
粂
発
起
分

が
冷
泉
三
位
(
為
孝
}
・
中
原
飾
象
・
富
小
俗
資
直
等
、
杉

原
発
起
分
は
左
少
弁
A

伊
長
)
.
い
ず
れ
も
直
系
の
弟
子
で

は
な
く
、
公
粂
も
二
十
三
歳
と
若
い
の
で
、
初
心
の
者
と

見
な
さ
れ
る
.
な
お
、
「
伊
語
穂
説
」
『
称
談
集
解
』
の

『
当
涜
」
の
注
釈
に
つ
い
て
は
別
稿
に
諮
る
・

《
注
目
》

《
注

ω》
に
同
じ
.

《
注
M
円
》
片
綱
洋
一
先
生

『
伊
努
物
語
古
注
の
世
界
初
治
』
『
論
.

集
日
本
文
学

・
日
本
語
2
・
中
古
』
昭
和
五
二
年
、
角
川

骨
骨
膚
刊
)
、
及
び

《
注
6
》
の
著
書
・
給
文
等
多
照
.

《
注
同
υ
》
拙
稿

『室
町
後
期
伊
勢
物
語
注
釈
の
方
法
l
l
l
余
祇
・

三
粂
商
家
涜
を
中
心
に

l
!』
『
中
古
文
学
』
第
三
四
号
、

昭
和
五
九
年
十
月
)
書
照
.

《
注
Mm
》
《
注

ω》
に
同
じ
.

《
注
口
》
非
宗
祇
涜
に
お
け
る
古
注
の
影
鍋
曹
と
そ
の
意
穏
に
つ
い

て
は
、
別
の
由
開
会
に
論
じ
た
い
.

《
注出向
》
冒
頭
に
掲
げ
た
序
文
、
及
び

《
注

ω》
の
拙
稿
参
照
.
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